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我
が
国
の
治
安
を
脅
か
す
不
法
入
国
・
不
法
滞
在
事
犯

　

近
年
、
偽
造
旅
券
の
行
使
等
に
よ
る
不
法
入
国
事

犯
が
高
い
水
準
で
推
移
し
て
い
ま
す
。特
に
最
近
は
、

退
去
強
制
歴
を
有
す
る
外
国
人
が
、
ブ
ロ
ー
カ
ー
と

共
謀
し
、
日
本
国
旅
券
を
譲
り
受
け
、
指
紋
認
証
の

必
要
が
な
い
日
本
人
に
な
り
す
ま
す
事
案
に
み
ら
れ

る
よ
う
に
、
そ
の
質
の
面
に
お
い
て
、
悪
質
・
巧
妙

化
の
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

地
内
に
居
住
さ
せ
た
り
、
稼
働
先
と
住
居
の
間
を
車

両
で
送
迎
す
る
な
ど
、
摘
発
を
免
れ
る
た
め
の
対
策

を
講
じ
て
い
る
場
合
が
多
い
こ
と
が
判
明
し
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
、
不
法
滞
在
を
助
長
す
る
犯
罪
に
つ
い

て
も
、
偽
造
技
術
の
向
上
に
よ
り
精
巧
な
各
種
証
明

書
が
出
回
る
な
ど
、
犯
行
手
口
・
形
態
が
悪
質
・
巧

妙
化
し
て
そ
の
摘
発
が
困
難
に
な
っ
て
い
ま
す
。

合同摘発の状況（12月、神奈川）

　

我
が
国
に
存
在
す
る
不
法
滞
在
者
（
不
法
残
留

者
、
不
法
入
国
者
及
び
不
法
上
陸
者
）
の
数
は
、
平

成
二
〇
年
一
月
現
在
で
、
約
一
七
万
人
と
さ
れ
て
お

り
、
依
然
と
し
て
高
い
水
準
で
推
移
し
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
不
法
滞
在
者
の
中
に
は
、
犯
罪
に
手

を
染
め
る
よ
う
に
な
る
者
も
い
る
こ
と
か
ら
、
警
察

の
各
部
門
の
総
力
を
結
集
し
た
取
締
り
体
制
を
構
築

し
、
入
国
管
理
局
と
の
合
同
摘
発
や
集
中
取
締
り
を

積
極
的
に
実
施
し
て
い
ま
す
。
こ
の
結
果
、
二
〇

年
中
に
お
け
る
入
管
法
違
反
の
送
致
人
員
と
入
管
法

六
五
条
に
よ
る
入
国
警
備
官
へ
の
引
渡
し
人
員
の
合

計
は
、
九
、七
一
五
人
と
な
り
ま
し
た
（
暫
定
値
）。

　

警
察
で
は
、
今
後
も
、
関
係
機
関
と
緊
密
に
連
携

し
、
不
法
滞
在
者
摘
発
の
た
め
、
入
管
法
六
五
条
に

基
づ
く
入
国
警
備
官
へ
の
引
き
渡
し
を
積
極
的
に
推

進
す
る
と
と
も
に
、
不
法
滞
在
等
を
助
長
す
る
文
書

偽
造
等
悪
質
な
事
案
に
対
す
る
取
締
り
を
強
化
す
る

こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

押収した偽造外国人登録証明書等（３月、東京）

　

ま
た
、
不

法
滞
在
事
犯

も
後
を
絶
ち

ま
せ
ん
。
最

近
の
検
挙
事

例
で
は
、
不

法
滞
在
者
の

雇
用
主
が
、

不
法
滞
在
者

を
工
場
の
敷 巧

妙
化
・
潜
在
化
す
る

不
法
入
国
・
不
法
滞
在
事
犯

１

不
法
滞
在
者
に
対
す
る

取
締
り
の
強
化

２


